
訓令番号 題名

3 杉並区学校安全衛⽣委員会設置規程の⼀部改正

4 杉並区教育委員会職員服務監察規程の⼀部改正

令和６年杉並区教育委員会訓令



杉並区教育委員会訓令第３号

教育委員会事務局

学 校

杉並区立学校安全衛生委員会設置規程（平成１５年杉並区教育委員会訓令甲第９

号）の一部を次のように改正する。

令和６年４月１日

杉並区教育委員会

第４条第４号中「７人」を「６人」に改める。

附則

この規程は、令和６年４月１日から施行する。



杉並区教育委員会訓令第４号

教育委員会事務局

教 育 機 関

杉並区教育委員会職員服務監察規程（平成１３年杉並区教育委員会訓令甲第８

号）の一部を次のように改正する。

令和６年４月１０日

杉並区教育委員会

第４条第５号中「第２４３条の２の２」を「第２４３条の２の８」に改める。

附則

この規程は、公布の日から施行する。
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